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３
月
・
４
月
は
転
勤
や
新
入
学
な
ど
で
住
所
変
更
等
に
関
す

る
届
出
が
、
一
年
の
う
ち
で
最
も
多
い
時
期
で
す
。
新
地
町
に

移
っ
て
き
た
と
き
や
、
町
外
に
移
る
と
き
に
は
転
入
・
転
出
の

届
出
が
必
要
で
す
。
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
登
録

　

住
所
を
変
更
し
た
と
き
に
は
、

役
場
へ
の
住
民
登
録
の
届
出
が
必

要
で
す
。

　

正
し
い
住
所
を
届
け
て
お
か
な

い
と
、選
挙
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

国
民
年
金
や
児
童
手
当
な
ど
の
給

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
子
ど
も
の
予
防
接
種
や

入
学
に
ま
で
影
響
が
出
て
き
ま

す
。
下
表
に
該
当
す
る
方
は
、
必

ず
期
限
内
に
役
場
町
民
課
に
届
出

て
く
だ
さ
い
。

印
鑑
登
録

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
登
記
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
も
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
印
鑑
登
録
を
行
う
に
は
、
登

録
す
る
印
鑑
の
他
に
、
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
運
転

免
許
証
等
、
官
公
庁
で
発
行
し
た

写
真
入
り
の
身
分
証
明
書
が
必
要

で
す
。

　

病
気
や
仕
事
な
ど
で
本
人
が
お

越
し
に
な
れ
な
い
場
合
に
は
、
代

理
で
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、
本

人
（
自
筆
）
の
委
任
状
（
代
理
人

選
任
届
等
）、
代
理
人
の
印
鑑
、

代
理
人
の
身
分
証
明
書
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合

に
は
登
録
本
人
宛
に
照
会
文
書
を

郵
送
し
て
、
申
請
に
相
違
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
２
、

３
日
程
度
か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
た
者
が
、

転
出
や
転
入
な
ど
の
届
出
を
す
る

こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
町

で
は
、
住
民
の
異
動
届
出
や
印
鑑

登
録
な
ど
を
さ
れ
る
方
に
身
分
証

明
書
を
提
示
し
て
い
た
だ
き
、
本

人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

住所変更等の届出
届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（他市町村から

　引っ越してきたとき）

新地町に住み始めた日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・転出証明書（前住所地で交付されたもの）

・国民年金手帳（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転出届
（他市町村に引っ越すとき）

転出先・転出する日が
決まったら速やかに

・届出人の印鑑
・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転居届
（町内で住所を変えたとき）

住所を移した日から
14 日以内

・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

世帯主変更届 変更した日
・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

（※）本人確認書類とは、運転免許証、住基カード（写真入り）やパスポートなど官公庁発行
　　　の写真入りの身分証明書（有効期限内のもの）などです。

届
出
は
お
早
め
に

◎問い合わせ　町民課（☎�２１１５）

　

本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
は
、

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
そ
の
他
官

公
庁
が
発
行
し
た
写
真
入
り
の
身

分
証
明
書
な
ど
で
す
。
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フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー
ド
を

　
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

福
島
県
で
は
、
子
育
て
中
の
方

が
協
賛
店
で
「
子
育
て
応
援
パ
ス

ポ
ー
ト
（
フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー
ド
）」

を
提
示
す
る
と
、
様
々
な
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

有
効
期
限
が
「
平
成
32
年
３
月

31
日
」
の
新
し
い
フ
ァ
ミ
た
ん

カ
ー
ド
を
、
保
育
所
、
学
校
等
を

通
し
て
お
子
さ
ん
に
配
布
し
て
い

ま
す
。
お
子
さ
ん
が
保
育
所
に
所

属
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
３
月

末
ま
で
に
受
け
取
れ
な
か
っ
た
場

合
、
カ
ー
ド
を
な
く
し
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
町
民
課
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

対
象　

０
歳
か
ら
18
歳
未
満
（
18

歳
に
達
し
て
最
初
の
３
月
１
日
を

迎
え
る
ま
で
）
の
子
ど
も

配
布
枚
数

対
象
者
一
人
に
つ
き
一
枚

※
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
協
賛

店
の
ご
厚
意
に
よ
る
も
の
で
す
。

※
フ
ァ
ミ
た
ん
カ
ー
ド
を
使
用
す

る
際
は
、
ご
利
用
の
前
に
必
ず
お

店
の
方
に
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
県
保
健
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

（
☎
０
２
４
―
５
２
１
―
７
１
９
８
）

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
６
）

　
新
入
学
児
童
・
園
児
の

　
交
通
事
故
防
止
運
動

　

新
入
学
児
童
・
園
児
の
交
通
事

故
防
止
運
動
が
４
月
６
日
㈪
か
ら

12
日
㈰
ま
で
の
７
日
間
に
わ
た
り

行
わ
れ
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

思
い
や
り　

人
も
車
も

　
　
　
　
　
　
　
　

自
転
車
も

ス
ロ
ー
ガ
ン

ル
ー
ル
む
し　

し
ん
号
む
し
は

　
　
　
　
　
　
　
　

わ
る
い
む
し

　
平
成
27
年
度

　
固
定
資
産
税

　
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

平
成
27
年
度
固
定
資
産
税
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
27
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

す
。資
産
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間

４
月
１
日
㈬
～
４
月
30
日
㈭

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

８
時
30
分
～
17
時

場
所

新
地
町
役
場
１
階
税
務
課

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課
（
☎
�
２
１
１
９
）

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

　
被
災
さ
れ
た
方
へ

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の

一
部
負
担
金
等
の
免
除
期
間
が

延
長
に
な
り
ま
す

　

町
で
は
、
震
災
等
で
被
災
さ
れ

た
方
の
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担

や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

の
免
除
期
間
を
、
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。（
原
発

事
故
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
は
平

成
27
年
７
月
31
日
ま
で
）

【
免
除
対
象
者
】

災
害
救
助
法
の
適
用
地
域
や
被
災

者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
地
域

の
住
民
で
、
次
の
①
か
ら
⑥
に
該

当
す
る
方

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た

　

は
こ
れ
に
準
ず
る
被
災
を
し
た

　

方
②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま

　

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方
が

　

不
明
の
方

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を

　

停
止
・
休
止
し
た
方

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職

　

し
、
現
在
収
入
が
無
い
方

⑥
原
発
事
故
に
よ
る
避
難
指
示
区

　

域
等
の
住
民
の
方

※
④
、
⑤
に
該
当
す
る
方
は
役
場

健
康
福
祉
課
に
て
新
た
に
申
請
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
⑥
の
う
ち
、
特
定
避
難

勧
奨
地
点
、
緊
急
時
避
難
準
備
区

域
及
び
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域

指
定
が
解
除
さ
れ
た
区
域
の
対
象

の
方
で
、
上
位
所
得
者
に
該
当
す

る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
免
除
証
明
書
の
有
効
期
間
】

①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

平
成
28
年
３
月
31
日

⑥
に
該
当
す
る
方

平
成
27
年
３
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

平
成
27
年
７
月
31
日

※
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
使
用

す
る
免
除
証
明
書
は
３
月
末
日
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。

※
医
療
機
関
を
受
診
さ
れ
る
際
は

保
険
証
と
い
っ
し
ょ
に
必
ず
窓
口

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
（
☎
�
２
９
３
１
）

運
動
の
重
点

１　

新
入
学
児
童
・
園
児
の
交
通

　
　

事
故
防
止

２　

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

　
　

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
　

正
し
い
着
用
の
徹
底

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
６
）

▲ファミたんカード
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公
証
人
に
よ
る

　
　
　
　
　
無
料
相
談

　

町
で
は
、
公
証
人
に
よ
る
無
料

相
談
所
（
秘
密
厳
守
）
を
開
設
し

ま
す
。
遺
言
や
相
続
、
大
切
な
契

約
等
に
つ
い
て
困
っ
た
と
き
は
、

一
人
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

日
時　

４
月
13
日
㈪

　
　
　

毎
月
第
２
月
曜
日

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

役
場
１
階
１
０
１
相
談
室

相
談
員

相
馬
公
証
役
場　

公
証
人

　
山
火
事
に
注
意

　

春
先
は
空
気
が
乾
燥
す
る
季
節

と
な
り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
等
で
入
山

者
が
多
く
な
る
な
ど
、
山
火
事
発

生
の
危
険
性
が
高
ま
る
時
期
で

す
。
緑
豊
か
な
森
林
を
山
火
事
か

ら
守
る
た
め
、
火
の
始
末
に
は
十

分
気
を
つ
け
る
な
ど
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

農
林
水
産
課
（
☎
�
２
１
９
４
）

環境美化運動
ご協力をお願いします

日時　3 月 29 日㈰
　　   ６時～７時

※雨天の場合は４月 5 日㈰に延期

◎問い合わせ

町民課（☎�２１１６）

理科教室を開催します
「バルーンスライム & オリジナルペットボトルづくり」

「バルーンスライム」や「オリジナルペットボトル」をつくりませんか！
遊びながら、科学の不思議を体験したり、なぜこんな変化が起こるのか考えたりしながら、科学
や自然の不思議を楽しみましょう。

日 時　3 月 28 日 ( 土 )　13:00 ～ 15:30
　　　　　※この時間内に、いつでも自由にご参加いただけます。
場 所　わくわくランド　多目的ホール
参加対象　幼児・保育園児～小学生
内 容　「バルーンスライム」「オリジナルペットボトルづくり」
講 師　高野裕惠（四天王寺羽曳丘高等学校 教諭）、高野典子

◎問い合わせ
ＮＰＯ法人みらいと
福島県復興支援員事務所　蓮本（☎０８０―２８０３―８８６０）

フリーダム大サーカス

　ジャグリング世界第３位の腕前のＹｏｓｈｉとキグレ
サーカス出身ｎａｎａ。世にも珍しい、天然オトボケジャ
グラーと、自由奔放のクラウンのコンビ！コメディーあ
り！ジャグリングあり！見応えたっぷりのパフォーマン
スです。
　この２人に感化され、昨年秋の福田小学校学習発表会
で、大人顔負けの見事なパフォーマンスを見せてくれた
子ども達も参加します。大道芸も体験もできます。
日時　４月４日㈯　13 時～
場所　新地公民館大集会室
出演　Ｙｏｓｈｉ
　　　ｎａｎａ
　　　あお
　　　福田小学校卒業生及び在校生有志

◎問い合わせ
福田　（☎０８０―６６１６―５９９１）
新地町公民館（☎�２０８５）

相
談
内
容　

遺
言
・
相
続
、
土
地
・

建
物
の
賃
貸
借
、
離
婚
に
伴
う
子

の
教
育
費
・
慰
謝
料
等
、
任
意
後

見
、
金
銭
賃
貸
な
ど
に
関
す
る
こ

と予
約
受
付

相
馬
公
証
役
場
（
☎
㊱
１
０
０
８
）

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
公
証
役
場
（
☎
㊱
１
０
０
８
）

町
民
課
（
☎
�
２
１
１
５
）



休日在宅歯科当番医

  ５日㈰　山本歯科医院
（相馬市）☎㉟２８５３

12 日㈰　すすむ歯科医院
（原町区）☎㉖１０６２

19 日㈰　わたなべ歯科クリニック
（相馬市）☎㊱２３４５

26 日㈰　鈴木歯科医院
（原町区）☎㉓２７０７

29 日㈬　渡辺歯科医院
（新地町）☎�３１５５

診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医

  ５日㈰　浜通りふれあい診療所
（相馬市）☎㉖７１００

12 日㈰　米村胃腸科内科医院
（相馬市）☎㉟２８８０

19 日㈰　阿部クリニック
（相馬市）☎㉟２５５３

26 日㈰　柏村内科胃腸科
（相馬市）☎㊱６６３６

29 日㈬　羽根田医院
（相馬市）☎㉟２９７０

診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所
　町では、次のとおり弁護士および司法書士に

よる無料法律相談所を開設します。

開設日（４月）
①司法書士による相談　 ４月 14 日㈫

②弁護士による相談　　 ４月 21 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
４月 10 日㈮・20 日㈪ 10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
４月１日㈬　９時～ 17 時　役場１０１相談室

４月

行政相談
４月 10 日㈮　10 時～ 15 時　保健センター

就職サポート相談
４月 15 日㈬  13 時 30 分～ 15 時 30 分  役場２０１相談室

　
国
家
公
務
員

　「
国
税
専
門
官
採
用
試
験
」

　（
大
学
卒
業
程
度
）
の

　
お
知
ら
せ

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

受
験
資
格

１　

昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平

　
　

成
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

　
　

者

２　

平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
生

　
　

ま
れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る
も

　
　

の

（
１
）
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び

平
成
28
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者

（
２
）
人
事
院
が
（
１
）
に
掲
げ

る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認

め
る
者

受
験
申
込
受
付
期
間

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

４
月
１
日
㈬
～
４
月
13
日
㈪

郵
送
又
は
持
参

４
月
１
日
㈬
～
４
月
２
日
㈭

受
験
申
込
方
法

　

受
験
申
込
み
は
原
則
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
込
み
と
す
る
。

郵
送
又
は
持
参
用
受
験
申
込
書
の

請
求
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
、
仙

台
国
税
局
人
事
第
二
課
又
は
人
事

院
東
北
事
務
局
へ
行
う
。

第
１
次
試
験
日　

６
月
７
日
㈰

◎
問
い
合
わ
せ

仙
台
国
税
局
人
事

　
　
　
　
　

第
二
課
試
験
研
修
係

（
☎
０
２
２
―
２
６
３
―
１
１
１
１
）

　
検
察
審
査
会
制
度
を

　
ご
存
じ
で
す
か
？

　

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
一
般
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
11

人
の
検
察
審
査
員
が
、
検
察
官
が

被
疑
者
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た

こ
と（
不
起
訴
処
分
）が
正
し
か
っ

た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と
こ
ろ

で
、
検
察
官
の
職
務
に
一
般
国
民

の
良
識
と
視
点
を
反
映
さ
せ
、
そ

の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
に
設

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

審
査
の
申
し
立
て
に
は
、
費
用

は
掛
か
り
ま
せ
ん
。
申
し
立
て
に

つ
い
て
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
検
察
審
査
会
事
務
局

（
☎
０
２
４
―
５
３
４
―
２
３
８
４
）


